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1.は じ め に

本稿の課題は,長 期停滞 局面で陣吟す る現

代の経済政策 を念頭 にお きなが ら,財 政政策

と中央銀行政策'の 関係 を読み解 くための視

角を論 じる ことであ る、

2001年3月19日,日 本銀行 は無担保 コー

ル翌 日物 か ら日銀 当座 預金(以 下,日 銀 当預)

残高に操作 目標 を変更 し�ﾊ 的側面か らの短

期金利の誘 導 を行 うことを発表 した.い わゆ

る 「量的緩和」政策への転換 である。1970年

代のマネーサ プライ論争 以降�� 本銀行関係

者はマ ネタリーベースの制御可能性 を否定的

に捉 え�� 方�o 済学者 は貨幣乗数 の安定性

を根拠 にその批判 を行 うな ど活発な論争が提

起 されて きた2〕。 かか る意味において0日 本

銀行 自らが 日銀当預�ｷ なわち,マ ネタリーベ
ースを政策指標 として認めたことは

0政 策お よ

び理論の両面か ら見て極めて重大な 「パラダイ

ム・シフ ト」を選択 したことになる;、

このような理論 的修正 を も伴 う政策パラダ

イムの転換 の一方 で,そ れを政治経済学的な

レベ ルか ら捉 えなお してみ ると0買 い入れ国

債の増額(月 額4000億 円→1兆2000億 円)

と日銀当預残高 の増額(5兆 円→27兆 円～30

兆円),銀 行保 有株 式お よび債権担保証券の

買い入れな どの諸政策が,小 泉政権下の緊縮

財政路線 と複雑 に呼応 しなが ら実施 されて き

た姿が浮かびあがって くる(た とえば,金 子

〔2002:第5章 〕).一 方,戦 後のわが国の 中

央銀行政策 につ いては,戦 時期の安易な財政

政策への迎合 に対す る強 い反省か ら,反 イ ン

フレ,反 対政府信用,中 立性 を中心理念 とし

た政策体系 が模索 されて きた(吉 野 〔1962〕,

呉 〔/981:第1章 〕).こ うした,政 策思想が

1998年 日本銀行法の改正 において結実 した文

脈の もとで,そ れ以降,景 気対策 を補完する

かたちで中央銀行政策が動 員されてい くとい

う 「転 倒」 した現実 を財政学の立場か らは ど

のように理解可能 なのであろ うか.財 政金融

史にお ける近 年の研 究動 向を踏 まえ なが ら0

こう した問いに対するひ とつの論点 を提示す

ることが本論の限 られた課題 である.

以下では,ま ず,財 政政策 と中央銀行政策

の領域に関 して財政学お よび公共選択論にお

いて蓄積 され てきた研究 史の整理 を行 う.続

いて,中 央銀行制度論 における独立性 論議 を

概観する.最 後 に,以 上 の研究 史の問題点を

確認 したうえで9財 政金融史 において近年提

起 されつつ ある視点を参考 に しなが ら関係論

的,過 程論 的アプローチ の有効性 について言

及を行 うこととす る.

2.財 政 に対す る金融の 自律 と従属'

A。 財政 と金融の一体化 論

こ れ ま で 「財 政(Publicfinanceﾘ

Finanzen,Finances)」 とい う用語 それ 自体

が 「貨幣 に関するこ と」 を意味 してお り(大

内 〔1974:514〕)0近 代財政 の登場 も貨幣的

支出 の財源 と して王侯領 主 が都市 商 人か ら

「金融 された こと」(鈴 木 〔1966:35〕)と 深

く結 びついていた事実がたびたび指摘 されて

きた.す なわち,財 政 と金融は ともに 「経済

の貨 幣的側面」をなす ものであ り,そ の後の

展開過程 においては金融(な い しは,金 融市

場)と の関係 に濃淡 は表 れる ものの4/,そ も

そ もの起源 において財政 は 「Financeと して

の財政」た る側面 を有す るものだったのであ

る.と はいえ,現 代の財政政策にお ける中央

銀行政策の領域 という本稿 の課題設定 に立ち
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返れ ば,「 不可分性」 を強調 した用語の起源

にのみは還元 しえない独 自の問題が存在す る

こととなる5).そ こで0ま ずは080年 代以前

の財政金融論 を簡単 に整理 しながら方法的聞

題点 を明 らかに し,批 判 を通 じて現代におけ

る財政お よび金融政策の歴 史的位相 に接近 し

てい くこととしょう.

周知の ように,ケ インズ経済学の隆盛 と歴

史的 には これに先行す るかたちで実施 されて

来たケ インズ政策は,1930年 代以降 の財政金

融政 策に新 たなるパ ラダイム ・シフ トを要求

す ることとなった.財 政学 において この点を

評価 した ものが1950～70年 代 における 「財

政 と金融 の一体化」論 であるG).こ の一連 の

議論 におい て注 意すべ きは,「 一体化 」 を1.

貨幣の経済的側 面 としてこれ を現象面か ら把

握す る視点 と2.財 政運営 における行政(大 蔵

省)の 裁量性の高 まりと金融政策の これへの

従属の過程 として権力構造か ら把握す る視点

が存在 していたことである.

まず,前 者では,政 府が市場における商品

の購買者 と しての地位 のみ ならず�� 助金や

社 会保 障費等 に よる移転 的支 出を行 う主体,

国債発行や財政投 融資 にお ける資金調達 を通

じて金融市場へ影響 を与 える主体へ と変化 し

た点 を指摘 す る.と りわ け,財 政資 金 の対

民 間収 支が 金融 市場 の資金 需給 に大 きな影

響 をお よぼ す よ うに な っ た点 を強 調 し,

「Financeと しての財政」 が全面 化す る過程

として現代 の財政お よび金融政策の一体性 を

説 くのであ る(た とえば,鈴 木 〔1966:第2

章〕).こ れに対 して,後 者では,フ ィスカル

ポリシーの開始が財政運営における行政の裁量

性 を大いに高めたことが指摘 され,金 融政策 を

従属的に運用することによって特定の階級の利

益が積極 的に実現された点 を強調する7).こ こ

では,実 体 的8)な 権力概念 を前提 に,金 融政

策が財政政策の しもべ として動員 された姿が

批判 的に描かれることとなる.

このような財政学のみかた(現 象 としての一

体化論 と政治規範的な文脈での批判)に 対 して,

公共選択論では金融政策の規範性を確保するた

めの手殺 について具体的に論 じられてきた.ま

ず,周 知のように,Buchanan±Wagner〔1977〕

は少人数の啓発的賢人グループが政策決定を行

っているとするいわゆる 「ハーヴェイロー ドの

前提」を取 りあげ9政 治固有の非合理性から見

たケインズ政策批判 を展開 した.こ うした視点

では,望 ましい水準 からの財政支出の逸脱が,

プリンシパルとしての有権者およびエージェン

トとしての政治家の合理的行動とニスカネン流

の官僚の予算最大化行動,両 者の整合性 とい う

観点から説明されることとなる9).こ のような

傍証 としてOBuchanan=Wagnerで は,1974年

のアメリカのマネーサプライの伸 び率が財政赤

字の規模 と強い正の相関をなすことが指摘 され

ているが,こ うしたみかたはその後のい くつか

の実証研究によって追認 されることとなる1ω.

さらに,Bernholz〔1986〕 は,制 約の ない

裁量 的権限がイ ンフレに よる債務償還 を引 き

起 こしがちである ことに触 れ,ル ールに基づ

いた政策運営の重要性 を指摘 し,こ れへ の応

答 とい うか たちでBuchanan〔1986〕 も立憲

的制約 による金融秩序 の維持 を主張す るこ と

となる.

B.中 央銀行の独立性と財政政策

以上 のように,財 政学お よび公共選択論で

は,そ れぞれ異な る文脈 においてではあるが

財政 と金融の一体化の問題点 を主 として論 じ

てきた とい うことがで きる.こ れに対 し,近

年,わ が国 においてはバブル発生 とその崩壊

による政策スキーム見 直 し機運の高ま り,ヨ

ー ロッパ において は通貨統合 をめ ぐる各国の

制度改革の本格化/'),こ れ らの政治的,経 済

的要因が絡み合 い なが ら中央銀行の独立性 を

め ぐる議論が高 まってい る12;.1980年 代 後半

以降,独 立性の定量化 と国際比較の試みが急

速 に進 め られて いるが ⊥3),以下で は,「 中央

銀行独立性指数」 に関する研 究の中でもっ と

も引用頻度 の 高い もの と してCukierman,

WebbandNeyap七i〔1992〕 を参考 にしなが

ら,こ れ とわが国の現状 との関係 を検討する

こととしよう.

同稿 は,中 央銀行法 を参考 に総裁の任免権

や政府部 門への貸出条件等を点数化す ること

によって独立性 を定量化 し,こ れ とマクロ指

数(と りわけインフレ率)の 関連 を論 じた も
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の で あ る.そ の 実 証 結 果 に 基 づ け ば,1980～

89年 に お け る 各 国 の 中 央 銀 行 の 独 立 性 指 数 は

1.00満 点 で ド イ ツ0.69,ア メ リ カ0.48,カ ナ

ダ0.45,イ ギ リ ス0.27,イ タ リ ア0.25,フ ラ

ン ス0.24と な っ て お り,日 本 はG7諸 国 で 最

低 の0.18で あ っ た.そ の う え で,途 上 国 に は

留 保 を付 し つ つ,先 進 国 に お い て は 物 価 と 中

央 銀 行 の 法 的 な 独 立 性 に は 負 の 相 関 が あ る こ

とが 明 らか に さ れ る の で あ る 。

むろん,わ が国のイ ンフ レ率 と中央銀行の

独 立性 とい う論点 に限定すれ ば0バ ブル期 に

おいてです ら,資 産価格の上昇 の一方で消費

者物価指数 はきわめて安定的だった ことが知

られ ているIL。 つ ま り,G⑪odhar七 が指摘す

るよ うに,「 日本 は,世 界 にお ける最低 の イ

ンフレーシ ョンを達成 した国であると同時 に

最 も従属 的な中央銀行 をもった国 とい う2面

性J(Goodhar七 〔1995:51 f.〕)を 有 してい

るのであ り0中 央銀行の独立性 と物価の関係

は理論的に も実証 的にもよ り洗練 されるべ き

論点 なのであ る。 とはいいなが ら0戦 後 日本

銀行 によって繰 り返 し主張 された独 立性 強化

の要求は�� 方 においてこうした議論の活発

化 に よって理論 的裏づ けを得つつ0他 方にお

いて国内外 にお ける政治,経 済の実態的変化

に影響を受 けなが ら1998年4月 施行 の日本銀

行法の改正へ と結 びつ くこととなるのである。

こ うして,改 正 日銀 法で は,政 策課 題 を

「物価の安定」 と 「金融 システムの安定」 と

明記 しつつ,独 立性 および透明性 の確保に力

点 が お か れ る こ と と な っ た(日 本 銀 行

〔2000〕)。しか しなが ら,1998年 以降の 日本

銀行 の政策運営 を一瞥す る と,以 下 の点にお

いて政府の財政政策 と極 めて深い関係の下に

中央銀行政策がおかれる とい う逆説 的な状 況

が観 察される.

まず,第1に,急 速な金融緩和である.当

初月 額4000億 円で 開始 された買 い切 りオペ

は現 在の1兆2000億 円へ,日 銀 当預 の残 高

目標 も2000年3月5兆 円か ら2003年5月27

兆～30兆 円へ と矢継 ぎ早 に増額 されている.

鈴木 〔1966:155ff〕 が指摘 す るように,財

政上の要請か ら買い オペが金融調節 を逸脱 し

て実施 され た場合,財 政法第5条 に よる国債

市 中 消 化 の 原 則 は 形 骸 化 す る し,井 手

〔2001:3-3〕 が検討 したように,公 定価格で

あれ,買 い支 えであれ,価 格支持政策 によっ

てキャ ピタル ロスの排除 された買い オペ は,

日銀引受 と理論的には大 きな違 いが ない点を

考慮すべ きであろう.

第2に,そ の結果 としての 日本銀行の国債

保有 高の急増 である.1999年 度末 時点で29

兆7302億 円 であ った長期 国債 の保 有 額 は,

量的緩和へ の転換以 降,2000年4月 に45兆

8000億 円へ と急増 し,2003年7月 時点で61

兆6000億 円 に達 してい る.も ちろん,中 央

銀行 における財務の健全性 は�ｻ れ 自体が独

自に検討 されるべ き課題であ りa国 債保有の

増大 をもって して不健全 と即断 しうる性質の

問題ではない(鎮 目 〔2001〕)。とはいえ,総

資産 との比 率で は27%か ら49%へ の急増で

あ り,日 中戦争 ～太平洋戦争期 を除 きこの よ

うな水準 を記録 したことは皆無であることも

事実である.

第3に,従 来の中央銀行政策 とは大 きく異

なる資金供給手法 の採用 であ る。 まず02002

年11月 に4兆 円 を限度 と した銀行保 有株式

の購 入が 開始 された。2002年9月18日 の記

者会見 において 「世界 の中央銀行で民 間の株

を持 ってい る中央銀行 はない と思 う」 と速水

総裁 自身が指摘 した ようにaこ れが従来の政

策スキームを大 きく超 えた政策選択 であった

ことはいうまで もない.続 く,債 権担保証券

の買 い入れ も同様 であ り,戦 時期の過剰流動

性形成の直接 的原因の一つであ る 「手形担保

貸付」 と類似 した資金供給方法である.明 ら

かに,中 央 銀行 の政策 理 念 とい う観点 か ら

は逸脱 してお り,財 政 政 策が本 来実行 すべ

き政 策課題 が金融 シス テム安定化 の名 の も

とに中央銀行 政策 に押 しつけ られて いる観

は否めない.

では,独 立が実現 された状況での中央銀行

の財 政政策への関与 とい う現状 はどの ように

説明可能 なのであろ うか.以 下では,こ うし

た問題意識 を踏 まえて,こ れまで に整理 した

財政政策 と中央銀行政策の関係 をめ ぐる議論

を批判 的に検討 しなが ら,新 たな論点提示 を

行 うことと しよう.
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,,
3.「財最政蛋 ど昂央銀行飯藁お関榛を読

み解 く新たな視点

以上の研究史に共通 して確認できる問題点

は 「自律(独 立)一 従属」 という政策主体問

の関係をめぐる二項対立的な問題把握のしか

たである.

まず,あ らか じめ指摘 してお きたいの は,

このような批 判は,従 来のマル クス主義 ある

いは制度論 的な研 究蓄積の中で も端緒的に示

唆 されていた とい う事 実であ る.と りわ け,

予算論では官僚の行動様式やそれにお よぼす

制度の役 割 を強調 する関係論的,過 程論的 ア

ブmチ の重要性 がわが国の一部の財政学者

によってすでに示 されていた.た とえば,大

島 〔1972〕 は,財 政過程 におけ る政策主体 の

相互作用の結果 として財政 による利益統合 の

性格規 定が可能 であ る点 を指摘 した.ま た,

高橋 〔1974〕 も予算論な き財政論 としてのケ

イ ンズ経済学批判 において,予 算過程 を通 じ

て行わ れ る意 思 決定過程 の分析 に予算 論 の

「復位 」 を見 出 していた.こ の ように,社 会

的,政 治的圧力,経 済的 な制約,政 策担 当者

の判 断 ・利害 関係,そ れ らの相互作用の なか

で政策運営 を動態 的に描いてい く視点はすで

に提示 されていたのであ る.こ れ らの問題提

起 の再評価 は それ 自体 重要 な課題であ るが,

紙幅の都合 か ら今 回はその指摘 に とどめてお

くこととす る0以 下では,上 述の視角 を踏 ま

えて,財 政政 策 と中央銀行政策 との関係 をこ

れまでのオー ソ ドックス な理解 との関連 で批

判的に検討 してお こう.

まず,マ ル クス主義的 な財政学 との関連で

い えば,「 自律 ―従属」説 は政策主体 として

の国家の位置づ けをめ ぐる議論 として論 じら

れてい る.伝 統 的なマ ルクス経済学では,国

家 は資本家 に よる社会宥和の道具 としての地

位 を与え られて きた(Jessop〔1994:212f〕).

これ に対 し1960年 代 後半以 降にな ると,マ

ルクス経済学 の内外 において道具主義的国家

観への批判 が噴出 し,国 家の主体性 を 「相対

的 自律性」 とい うかたちで再評価する動 きが

広 まった.い わゆる,ネ オ ・マ ルキス トに よ

る 「国 家 論 ル ネ サ ン ス 」 で あ る(加 藤

〔1986:0-3〕,Pierson〔1995:101ff.〕).

た とえば,ミ リバ ン ドとの論争に知 られる

ニ コスﾘプ ー ラ ンザス は,「 社会構 成体の統

一性 の凝集性の要素 としての国家の役割」 を

強調 し(Poulan七zas〔1994:m〕),特 定 階

級の経済的権力 の増大 を他 階級の権力の喪失

と直結 して把握す る 「ゼ ロ・サム としての権

力」(同 〔1994:147ff.〕)理 解 を厳 し く批判

した/5;.し か しなが ら,こ うした主張は,あ

くまで も,資 本主義の再生産の観点か ら国家

の 自律性 を 「相対 的」 に認 めた という点で限

界 を持つ ものであ り,そ の後 さまざまな批判

にさらされることとなる16).こ れをやや一般

化 して言 えば,以 上の議論 は,危 機 を 「ほ と

ん ど 自動 的で 決 定論 的 な もの 」(Carnoy

〔1992:359〕)と 見 な している とい うことで

あ り,国 家が資本 主義 的な解決のあ り方に一

義的に規定 されてい く過程 として政策運営 を

描写す る ものだった とい うことである.そ の

結果,財 政赤字 の進行 とそこでの中央銀行信

用の動員のあ り方 が個別 の歴史的経路 を通 じ

て多元的 に明 らかにな りつつあった状況の中

で,中 央銀行は政府 に従属す る主体 として固

定的に理解 され ることとなった.

このような立論 の しか たは,立 憲的な金融

秩序 を主張する公共選択論,独 立性 をめ ぐる

中央銀 行制度 論 の議 論 と も深 く関係 してい

る.と い うのは,旧 日銀法の もとで 日本銀行

が財政 当局 に政策 を 「押 しつけ られた」 とい

う評価 は,そ の ような政策ス キー ムが戦時,

占領期の経済破綻 を もた らした との理解 とあ

いまって,同 行が独立性 を要求す る際の有力

な根拠 となって きたか らである.し か しなが

ら,近 年の戦前,戦 時 に関する財政金融史研

究では,こ のようなみかたが じつ は事実の一

面を強調 した ものであ るとい うことが明らか

にされ始 めている.

まずは,戦 前の政策スキームに関 して,伊

藤 〔1989:328〕 は 「高橋蔵相の強力 な要請

に押 し切 られ,「 一時 の便 法」 として これ を

容認 した もの」(日 本銀行 〔1984:54〕)と

いう表現 に象徴 され るような通説的理解に対

し,日 本銀行が国債の 日銀 引受 を肯定的に受
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けとめ,政 府の積極政策 に能動的に協調 して

いった可能性 について言 及 した.こ うした問

題提起 を踏 まえ,井 手 〔2001〕Ide〔2003〕

で は,民 間金融機関へ の影響力行使 という組

織 目的に沿 って,日 本銀行が新規国債 の 日銀

引受 を容認 し,同 時に,今 日でいう量 的緩和

に近い新 たな金融調節方式 の導入 に踏み切 っ

たことを実証的に明 らか にした.

続いて,政 府への従属 を決 定づけた とされ

る1942年 日銀 法の成立 に関 して0佐 藤政則

は,日 本銀行が 「管理通貨制 度下での財政 と

金融 の一体化 の中で能動 的なセ ン トラル・バ

ンキ ング機能 を果 たしうる要素」が存在 した

こ とを指摘 した(佐 藤ほか 〔1991:204〕)。

さらに�� 島・井手 〔2002〕 で は,42年 日銀

法それ 自体が歴年の 日銀改革論議の集大成で

あったこと�ｭ 府 の監督権限の強化の一方で

日本銀行 の金融調節力の強化 も同時 に実現 さ

れたこと0同 行 内部で はこうした政策のパラ

ダイムシフ トを違和感 な く受け止めていたこ

とが明 らかにされた/7〕.

以 上の一連の研究 に共通 しているの は,一

見す ると従属 を示唆す る制度化や立法化の背

後において,日 本銀行の機能拡充 と密接 な関

係 を持 ち なが ら�� 央 銀行の 「あ るべ き姿」

が相対化 された歴 史 として戦前,戦 時期の政

策運営 を描いている とい うことである.そ の

結果 として,本 来は島恭彦が指摘 した政治 と

経済 の矛盾 を調 整す るための ものである予算

制度 は,日 銀信 用へ の安易かつ過度 の依存 と

ともに,い つ しか,両 者 の矛盾 を調整 しえな

い ままに抱 え込む存在へ と変貌 してい くこと

となる.そ れは,社 会的諸集団の政策要求か

ら独立で はあ り得ない大蔵省 と金融市場 に対

す る独 自の統 制 の機制 を有 して いた 日本銀

行,そ れぞ れの相互作用 の もとで形成 された

政策装置の帰結だった とい うことがで きるだ

ろう.

この ような指摘は,現 代 の財政 ―中央銀行

政策 の関係 を読 み解 くうえで も示 唆 を与 え

る.そ の示唆 とは,中 央銀行政策の財政政策

への協力 という問題 をその法的 な 「独立」 に

止 まらず,財 政当局や金融 当局の論理 も含め

たより多元 的な文脈の もとで把握する必要が

ある とい うこ とであ る.こ れは42年 法 にお

ける法的な 「従属」の一方で,当 該期の 日本

銀行が金融機 関に対す る圧倒 的な影響力を行

使 しえた事 実 と表裏 一体 の 問題だ ともい え

る.そ して,こ う した理解 を踏 まえることで,

「独 立」 とい う実体 的な根 拠の存在 ゆえに財

政政策へ の中央銀行政策の動員がます ます強

め られている とい う事実,さ らには,そ の動

員が じつは 日本銀行の政策手段 の強化 と密接

に結 びついている という複雑 な状況 を透視す

るこ とがで きるのである.

以上の指摘 は財政お よび中央銀行政策 を読

み解 くための一つ の視角 に過 ぎない。その本

格的 な検討 は他 日を期す こ ととしたい.

注

1)本 稿 は,マ ク ロ的 な経 済 変 数 へ の 関 与 を意 図

した金 融 政 策 と は 区別 して,こ れ に信 用 秩 序 の

維 持�� 融 シ ス テ ム の安 定 化 とい う独 自の 政 策

領 域 も勘 案 して 「中央 銀 行 政 策」 と呼 んで い る.

こ う した定 義 を用 い る背 景 に は,信 用 秩 序 の 維

持,金 融 シ ス テ ム の安 定 化 とい う文 脈 で 金 融 政

策が 財 政 政 策 に動 員 さ れ て い る現 実 へ の 問 題 意

識 が 存在 して い る.

2)た とえ ば,90年 代 初 頭 の 岩 田 ―翁 論 争 で は,

岩::が 通 貨 乗 数 の安 定 性 を根 拠 にマ ネ タ リー ベ

ー ス コ ン トロ ー ル→ マ ネ ー サ プ ラ イ コ ン トロ ー

ル の実 現 可 能 性 を 強調 した 一方,翁 はマ ネ タ リ

ーベ ー スが 受 動 的 に しか供 給 で きな い点 を強 調

しつ つ 岩 田理 論 を批 判 した.こ れ らの 論 争 を簡

潔 に整 理 し,そ の裁 定 を試 み た も の と して 植 田

〔1992〕,ゼ ロ金 利 政 策 との 関 連 か らこれ らの 論

争 を敷街 した もの と して岩 田 〔2000〕 があ る.

3)厳 密 に言 え ば0マ ネ タ リーベ ー ス と はEI銀 券

発 行 高+貨 幣 流 通 高+ロ 銀 当 預 か ら構 成 され て

お り0日 銀 当預 自体 は全 体 の ご く一 部 しか 占 め

て い な い(た だ し,量 的緩 和 に よ っ て近 年 こ の

数値 は急増 してい る).し か しなが ら,日 銀 当預

を 通 じた市 場 調 節 が短 期 金 利 に影 響 を及 ぼ しう

る とみ な した 点 で 日銀 理 論 は大 きな修 正 を受 け

入 れ たの で あ る.

4)た と え ば,「Financeと して の財 政 」 は 自由主

義 時 代 に は後 退 し,そ れ を金 本位 制 の確 立 と円

滑 な 運行 とが 補 完 して い た こ とを想 起 せ よ(鈴
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木 武 雄 〔1966:50〕).

5)Schm�dersは,「 財 政 高 権 」 と 「通 貨 高 権J

の一 体 性 を認 め た う えで,な お,多 元 的 な意 思

形成 過 程 の観 点 か ら財 政 政 策 に独 自の 領域 を解

明 し よ う と試 み て い る.本 稿 の 理解 も この 視 点

に よる と こ ろが 大 きい.Schm�ders〔1981:

4｣)を 参 照.

6)ケ イ ンズ 政 策 そ の もの を 正面 か ら取 りあ げ れ

ば,財 政 お よび 金 融 政 策 を有効 需要 創 出 の 手段

と して把 握 す る ポ リシー ・ミックス 論 も検討 の対

象 に 加 え る べ き か も しれ な い.し か しな が ら,

伝統 的 な 財 政 学 に お い て は こ う した議 論 を 「国

家(財 務 行 政)の 権 力 的性 格 を 無視 して,国 民

経 済 と財 政 との 調 和 を実 現 しよ う と して い る 」

(島 〔1963:321〕)と 批 判 す る こ とで 一 線 を 画

して きた.す な わ ち,予 算 論 な き財 政 理 論へ の

批判 で あ り,本 稿 も同 様 の 理 由 に よ り機 能 主 義

的 な財 政 金融 論 は直接 分析 の 対 象 とは しな い.

7)財 政 と金 融 の 一 体 化 傾 向 を強 調 した もの と し

て は,財 政 ・金 融 当 局 の関 係 を こ えて最 終 的な 利

益 の 帰着 を 「金 融 資 本 」 に求 め る 見解,具 体 的

にい え ば,資 本 の 論 理 や 運 動 法 則 の 一環 と して

戦 時期 の 経 済運 営 を と らえ る見解(遠 藤 〔1954〕)0

金 融 寡頭 制 の 補 強 装 置 と して 日本 銀行 を従 属 的

に 位 置づ け る見解(島 〔1963〕),イ ンフ レー シ

ョンを 通 じた 階 級 宥 和 とそ の 実 施 主体 と して の

財 政金 融 当 局 を強 調 す る見解(大 内 〔1976〕)な

どが あ げ られ る.こ れ らの 見 解 は,国 家 道 具 主

義 を前提 と して お り,財 政 金 融 当 局 に 固有 の 利

害 関係 は 等 閑 に付 され て い た とい う問題 が あ る.

この 点 は 後述.な お,財 政 金 融 論 とは こ と なる

文 脈 で あ る が,行 政 の 裁 量 性 の 高 ま り と予 算 原

則 の 関係 を指 摘 した もの と して,木 村 〔1958:

118ff.〕,佐 藤 〔1976:53ff.〕 をあ げ てお く.

8)こ こ で い う 「実 体 的 」 とい う用語 は,丸 山 真

男 の い う 「具 体 的 な 権 力 行 使 の 諸態 様の 背 後 に

い わ ば 一 定不 変 の 権 力 そ の もの とい う実 体 が あ

る とい う考 え方 」 を指 して い る(丸 山 〔1969:

425〕).

9)こ こ で は 公 共選 択 論 の 包括 的 な サ ーベ イ を行

う こ とは で きな い.政 治 過 程 に お け る公 共 選択

論 の到 達 点 と課 題 は加 藤 〔1997:18if.〕 の簡 潔

な 要約 を参照.

10)た と え ば,Allen〔1986〕 は ア メ リ カ で は 選 挙

循環と連邦準備制度の公的債務残高の変化が関

係していることを明らかにしている.

11)EUで は,欧 州 中央 銀 行 の 設 立 をめ ぐって 各

国 が 中 央 銀 行 制 度 改 革 を行 っ て い る.こ の点 に

関 して は,高 木 ほ か 〔ユ999:第4章 ～6章 〕 を

参 照。

12)同 時 に,こ れ と軌 を 一にす るか の よ うに,財

政 学 の 領 域 で は 財 政 お よび 金 融 政策 の 関係 を正

面 か ら論 じる研 究 が 少 な くな って い く.換 言 す

れ ば,財 政 と金 融 の 一 体 化 とい う一般 的傾 向 が

現 実 の 政 治 的,経 済 的 な 動 き に よっ て乗 り越 え

られ て い っ た わ けで あ る が,こ れ を 説 明す る枠

組 み を 財 政 学 で は 十 分 に 考 察 で きて い な いの で

あ る.

13)な お,中 央 銀 行 独 立 性 指 数 に関 す る詳 細 なサ

ー ベ イ は藤 木 〔1998:第5章 〕 を参 照 .

14)た だ し,最 終 的 に は,バ ブ ル 期 末期 に お い て

物価 の上 昇 が顕 在 化 して お り�ｻ の後 の デ フ レ・

スパ イ ラル も勘 案 す れ ば,長 期 的 な物 価 の コ ン

トロー ル に失 敗 した との 評 価 も可 能 で あ る(翁

1まカ、 〔2001:76ff.〕).

15)さ らに は,「 蓄積 」 と 「正 当化」 とい う2つ の

国 家 機 能 の 矛 盾 か ら財 政 危 機 を説 明 した オ コ ン

ナ ー(0'Connor〔1981〕),国 家 の危 機 管 理戦 略

が 自身 の 財 政 力 を根 本 的 に切 り崩 す 「危 機 管 理

の 危機 」 を強 調 した オ ッフ ェ(Offe〔1984〕)な

ど もこ うした 範疇 に加 え る こ とが で き る.

16)ジ ェ ソ ッ プは,プ ー ラ ンザ ス の 主 張 に は,国

家 権 力 の 作 用 が 資 本 主 義 の 支 配 に 制約 さ れ ざ る

を得 な い とい う側 面 も含 まれ て お り,い わ ゆ る

国 家 の 自律 的 側 面 とそ の 対 極 の 主 張 の 中 で彼 の

見 解 が 揺 らい で い る点 を批 判 してい る(Jessop

〔1994:44f.〕).同 様 の 批 判 と し てSkocpol

〔ユ985:33n22〕,Hobson〔1997:222ff.〕 も

参 照.と こ ろで,ミ リバ ン ドは,そ の後0マ ル

クス 主 義 の 「階 級 還 元 主 義 的 」 傾 向 に 関す る 自

己 批 判 を行 い,国 家 と資 本 家 の 「パ ー トナー シ

ッ プ」 とい う視 点 を提 起 して い る(Miliband

〔1986:103ff.〕).と は い え,「 パ ー トナー シ ッ

プ 」 は 「階級 闘争 の状 態 に よっ て影 響 を受 け る」

こ とが 前 提 され て お り,大 筋 に お い て ジ ェ ソ ッ

プ 等 の批 判 を免 れ 得 る もの で は な い.

17)42年 法 とは こ とな る文 脈 で あ る が,戦 時 期 の

金 融 統 制 を 「常 識 的 に 受 け入 れ られ て き た政府
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統 制 対民 間(市 場)と い う構 図 で の み捉 え るべ

きで はな い」 とした うえで,「 計 画 性 の全 面化 の

中 で む しろ そ の背 後 に あ っ て 金 融 市場 の変 貌 や

統 制 側,寡 占 ・非 寡 占 金融 組 織 の そ れ ぞ れ の対

応 とい う要素 が相 互規 定 的 に作 用 して い る」 側

面 を指摘 した 山崎 志 郎 の研 究 も これ に加 え る こ

とが で きる(山 崎 〔1991:450〕)。
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